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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣 イノシシ・ニホンザル・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・

ヌートリア・カラス・カワウ 

 計画期間 令和３年度～令和５年度 

 対象地域 愛知県豊川市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和元年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 

水 稲 

野 菜（タケノコ・サツマイモ・ス

イカ・カボチャ・キャベツ

・ジャガイモ） 

果 樹（梅・柿・栗・梨・ミカン） 

飼料作物 

 

２．６   ha  

１７．６   ｔ 

５，１２８  千円 

ニホンザル 

水 稲 

野 菜（タケノコ・ナス・キュウリ

・スイカ・ニンニク・サツ

マイモ・タマネギ・ニンジ

ン・トマト・メロン） 

果 樹（柿・ミカン・栗・キウイフ

ルーツ） 

 

     ２．２  ha 

      ７．１  ｔ 

１，５６８  千円 
 

ニホンジカ 

水 稲 

豆 類（大豆） 

野 菜（レタス・キャベツ・白菜・

タケノコ） 

果 樹（柿・梨・サクランボ・梅・

栗・ブルーベリー） 

飼料作物 

 

４．０  ha 

１５．４  ｔ 

３，８１３  千円 

アライグマ 

ハクビシン 

ヌートリア 

水 稲 

豆 類（落花生） 

野 菜（イチゴ・サツマイモ・スイ

ートコーン・スイカ・メロ

ン） 

果 樹（ブドウ・桃・ミカン・イチ

ジク・柿・梨） 
 

 

２．５  ha 

７．５  t 

２，２１８  千円 
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鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

カラス 

カワウ 

水 稲 

豆 類（落花生） 

野 菜（キャベツ・スイカ・ブロッ

コリー・冬瓜・レタス・ス

イートコーン・キュウリ） 

果 樹（イチジク・ブドウ・梨・桃

・柿・ミカン） 

鮎の稚魚等 

 

４．６  ha 

１３．２  t 

４，４２７  千円 

※ 被害数値については被害報告等を基に作成。 

 

（２）被害の傾向 

・イノシシ 

山林に隣接した農地を中心に被害がみられる。春は農地作物の他にタケノコ等の食

害と田、畔の掘起し被害があり、初夏から秋にかけては水稲を中心に、果樹にも食

害、掘起し等の被害がみられる。 

・ニホンザル 

群れでの出没が増大し、農家のほ場だけではなく、被害金額が算出しにくい自家用

野菜、果樹等にも被害が拡大してきており、手の施しようが無い状況である。また、

近年では、住宅地、学校付近へ出没するなど、人への危害も懸念される。 

・ニホンジカ 

水稲や野菜、果樹など多岐にわる農作物を食害し、被害が拡大している。また、ス

ギ・ヒノキなどの人工林の葉や樹皮を食害し、樹木を枯死させている。 

・アライグマ 

雑食性のため、野菜、果樹など多岐にわたる農作物被害が出てきている。また、住

宅地の家庭菜園や屋根裏に住みつくといった生活環境被害まで発生している。 

・ハクビシン 

果樹を中心に農作物被害が増えており、アライグマ同様、市街地への出没も増加し、

生活環境被害が発生している。 

・ヌートリア 

河川等の水域に隣接する水田や畑において、水稲を中心に被害が出てきている。ま

た、土手や堤防の破壊といった被害まで発生している。 

・カラス 

野菜や果樹をつついて穴をあけてしまうなどの農作物被害が見られる。また、鳴き

声による騒音や糞害、ゴミを荒らすなどの生活環境被害も増加している。 

・カワウ 

放流した鮎の稚魚などを食べるといった水産被害がみられる。 
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（３）被害の軽減目標 

指標 
現状値（令和元年度） 目標値（令和５年度） 

被害面積 被害金額 被害面積 被害金額 

イノシシ ２．６ha ５，１２８ 千円 ２．２ha ４，３５９ 千円 

ニホンザル ２．２ha １，５６８ 千円 １．９ha １，３３３ 千円 

ニホンジカ ４．０ha ３，８１３ 千円 ３．４ha ３，２４１ 千円 

アライグマ 

ハクビシン 

ヌートリア 

２．５ha ２，２１８ 千円 ２．１ha １，８８５ 千円 

カラス 

カワウ 
４．６ha ４，４２７ 千円 ３．９ha ３，７６３ 千円 

合  計 １５．９ha １７，１５４ 千円 １３．５ha １４，５８１ 千円 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

 

 

【捕獲体制の整備】 

・豊川市が狩猟連合豊川へ委託して、有害鳥獣

捕獲を実施。 

・地元農家等で組織された地元駆除組織に対

し、捕獲頭数に応じて報償金を交付。 

・豊川市鳥獣被害防止対策協議会で捕獲檻を

購入し、狩猟連合豊川等と連携して捕獲活動

を実施。 

・中型獣用捕獲檻の貸出しを実施。 

 

【捕獲機材の導入】 

・市単独補助により、豊川市に住所を有する農

業従事者若しくは、農業者団体が捕獲檻を導

入する場合に、補助事業を実施。 

（１/２以内上限５万円） 

 

【サル駆除隊】 

・１班２名体制で計４班を編成。山裾を中心に

鳥獣被害で困っている地域をパトロールし、

追払い駆除活動等を実施。隊員は全員銃免許

を所持。 

 

 

 

・狩猟連合豊川会員数の減少

と高齢化に伴い駆除実施が

困難になりつつあり、捕獲の

担い手の育成が必要である。 

 

・住宅地付近への出没が増加

しており、そのほとんどが特

定猟具使用禁止区域（銃）で

あるため、銃器による駆除の

実施ができない状況にある。 
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 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

【テレメトリー調査】 

・サルの生息環境調査を実施。市内に生息する

群れの行動範囲や個体数を調査。 

 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

【大型捕獲檻の設置・移設】 

・サルやイノシシ・シカを効率的に捕獲するた

め、市内数か所に設置。設置済のものを移設。

管理は豊川市鳥獣被害対策実施隊。（以下「実

施隊」という） 

 

【侵入防止柵の設置】 

・豊川市鳥獣被害防止対策協議会で侵入防止

柵を購入し、地元駆除組織等と協力して設

置。必要に応じて修繕を実施。 

 

【電気柵の設置】 

・大型獣用 

市単独補助事業により、豊川市に住所を有す

る農業従事者若しくは、農業者団体が実施す

る電気柵設置に対して補助事業を実施。 

（１/４以内上限１０万円） 

 

・中型獣用 

市単独補助事業により、豊川市に住所を有す

る農業従事者若しくは、農業者団体が実施す

る電気柵設置に対して補助事業を実施。 

（１/２以内上限１０万円） 

 

【防鳥網の設置】 

・市単独補助事業により、豊川市に住所を 

有する農業従事者若しくは、農業者団体 

が実施する防鳥網設置に対して補助事業 

を実施。 

（１/２以内上限５万円） 

 

 

 

 

 

 

・山裾の地域は、山を囲うよう

に柵を設置したが、封鎖でき

ない道や、既設の柵の隙間か

らイノシシ・シカが農地に侵

入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鳥類は銃器による駆除の効

率が低く、また捕獲檻による捕

獲が難しいため、粘り強い追い

払い活動や防鳥網等による防

護対策の推進が必要である。 

生息環

境管理

その他

の取組 

【被害防止技術等に関する知識の普及】 

・豊川市鳥獣被害防止対策協議会でセミナー

を開催。 
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（５）今後の取組方針 

１ 捕獲と防除の推進 

・豊川市第二種特定鳥獣管理計画実施計画の個体数調整に基づき計画的に捕獲を実

施する。 

・わな免許等の狩猟免許の取得を促進するなど、農家を含む新たな被害対策の担い

手を育成する。 

・実施隊の体制を強化し、追払い活動や被害の多い地域へのパトロール活動などを

実施する。 

・これまで地元が設置してきた侵入防止柵を適正に維持、管理していけるように、

集落でまとまりをもった環境づくりの取組を推進する。 

・捕獲檻の増設により捕獲を効率的に行うとともに、鳥獣被害防止への意識を高め

る。 

・他地域で取組まれている効果的な防除方法を積極的に取り入れるための調査・研

究を推進する。 

・ドローンを利用した効率的な捕獲方法を検討する。 

２ 被害状況の把握 

・アンケート調査・目撃情報・狩猟連合豊川等からの聞き取りや現場確認により被

害の実態を把握し、マップの作成や生態調査等を実施し被害状況を的確に把握す

る取組を実施する。 

３ 被害防止対策の啓発 

・被害防止に関する知識の普及について、ＰＲパンフレット・被害防止対策マニュ

アル等を活用しながら情報提供を推進する。 

・農地等の作物残渣や未収穫農作物の適切な処分、農地周辺の草刈の実施、山裾の

緩衝地帯の整備など、獣類を寄せ付けない集落環境づくりの取組について啓発す

る。 

４ 被害対策体制の確立 

・地元農家等による地元駆除組織の設立推進。 

・侵入防止柵等を設置するにあたり、効果的な手法を取り入れ、地域での取組によ

る防除対策体制、維持管理体制の確立を推進する。 

・講習会・研修会等を開催しながら被害軽減のための集落環境づくりに向け、体制

整備を推進する。 

５ 資源としての有効活用 

・イノシシ、ニホンジカの地域資源としての有効活用について、先進地事例を参考

に調査・研究する。 
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３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

・豊川市第二種特定鳥獣管理計画実施計画の個体数調整に基づき計画的に捕獲を実施

する。 

・有害鳥獣の捕獲については、豊川市が、狩猟連合豊川へ委託して行う。 

・地元駆除組織等と連携し有害鳥獣捕獲を実施する。 

・銃猟禁止区域等で銃使用による駆除が難しい地域については捕獲檻を増設し、有害

鳥獣捕獲を実施する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

３年 

～ 

５年 

 

 

 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

アライグマ 

ハクビシン 

ヌートリア 

カラス 

カワウ 

・必要に応じ協議会で捕獲檻を購入し実施隊が被害地域へ設

置する。 

・新たな捕獲の担い手を確保するため農家のわな狩猟免許取

得を促進する。 

 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

原則として、豊川市第二種特定鳥獣管理計画実施計画の個体数調整に基づき設定す

る。被害が甚大に及ぶ場合は、捕獲数を増やすなど臨機応変に対応する。 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

３年度 ４年度 ５年度 

イノシシ ６００ ６００ ６００ 

ニホンザル １５０ １５０ １５０ 

ニホンジカ ６００ ６００ ６００ 

アライグマ ８０ ８０ ８０ 

ハクビシン １００ １００ １００ 

ヌートリア ２０ ２０ ２０ 

カラス ５００ ５００ ５００ 

カワウ ４０ ４０ ４０ 

※ 捕獲計画数は、狩猟による捕獲を含まない。 
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 捕獲等の取組内容 

捕獲手段】 

銃器、捕獲檻等による捕獲 

【捕獲予定時期】 

 通年 

【捕獲予定場所】 

 市内全域（主に山林） 

 

 なお、豊川市は愛知県特定鳥獣管理計画において、分布域・被害地域の拡大を防止

する防衛ゾーン等に設定されていることから、分布域を拡大させないための捕獲を徹

底するとともに、被害地域では加害個体及び人慣れ度の高い個体を中心に捕獲を実施

する。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

発砲から着弾までが速いため、より正確に対象獣を捕獲できる。また、散弾銃と比

較して、遠距離からの狙撃が可能であるため、対象獣に発見される前に捕獲が可能で

ある。サル駆除隊や狩猟連合豊川の駆除活動でライフル銃を使用。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

市内一円 
愛知県事務処理特例条例に基づき鳥獣捕獲許可事務は愛知県より

権限委譲されています。 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

３年度 ４年度 ５年度 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

ワイヤーメッシュ柵等 

 

計２，５００ｍ 

ワイヤーメッシュ柵等 

 

計１，０００ｍ 

ワイヤーメッシュ柵等 

 

計１，０００ｍ 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 
取組内容 

３年度 ４年度 ５年度 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

地元駆除組織等と協

力して侵入防止柵の管

理を行い、必要に応じ

て修繕を実施。 

地元駆除組織等と協

力して侵入防止柵の管

理を行い、必要に応じ

て修繕を実施。 

地元駆除組織等と協

力して侵入防止柵の管

理を行い、必要に応じ

て修繕を実施。 
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５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

３年 

～ 

５年 

 

 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

アライグマ 

ハクビシン 

ヌートリア 

カラス 

・農地等の作物残渣や未収穫農作物の適切な処分、農地周辺 

の草刈りの実施など、獣類を寄せ付けない集落環境づくり 

の取組について啓発する。 

・農家へ被害防止に関する知識の普及について、ＰＲパンフ 

レット・被害防止対策マニュアル等を活用しながら情報提 

供をする。 

・侵入防止柵は各集落で設置・管理する。 

・アンケート調査や目撃情報等により被害の実態を把握し、 

被害マップを作成する。 

・実施隊・狩猟連合豊川と連携して、被害の軽減を図る。 
 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれが

ある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

豊川市 住民からの通報を受けて狩猟連合豊川・実施隊と調整 

狩猟連合豊川 市からの依頼を受けて現場対応（休日・平日時間外） 

豊川市鳥獣被害対策実施隊 市からの依頼を受けて現場対応（平日勤務中） 

豊川警察署 住民からの通報を受けて市に連絡 

愛知県 住民からの通報を受けて市に連絡 
 

（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

 
 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

食肉として活用することを推進するが、埋設処理や焼却処理を適正に行うよう啓発

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民 

豊川市 

豊川警察

署 

愛知

県 

狩猟連合豊川（休日・時間

外） 
実施隊（平日日中） 
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８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用

に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 
各駆除組合等の組織間の連携を密にし、埋設処理や焼却処

理を行っていたものを食肉として活用できるよう推進する。 

ペットフード 
 

 

皮革 
 

 

その他 

（油脂、骨製品、角製

品、動物園等でのと体

給餌、学術研究等） 

 

 

（２）処理加工施設の取組 

 

 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 

 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）豊川市鳥獣被害防止対策協議会に関する事項 

構成機関の名称 役割 

豊川市 事務局を担当し、協議会に関する連絡調整を行う。 

愛知県東三河農林水産事務所 有害鳥獣関連情報の提供及び指導を行う。 

ひまわり農業協同組合 被害防除対策の支援及び情報提供を行う。 

狩猟連合豊川 有害鳥獣関連情報の提供及び捕獲を行う。 

豊川市農業委員会 有害鳥獣関連情報の提供を行う。 

地域代表 有害鳥獣関連情報の提供及び捕獲を行う。 

ジビエ等利活用関係者代表 有害鳥獣関連情報の提供を行う。 
 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

愛知県東三河総局 
有害鳥獣の捕獲及び鳥獣保護に関する情報提供・指導

を行う。 

愛知県農業共済組合 有害鳥獣関連情報の提供を行う。 
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（３）豊川市鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

鳥獣被害防止特措法第９条に基づく実施隊を平成２３年度に結成。追払い活動や被

害の多い地域へのわなの設置やパトロール活動などを行い、被害の軽減を図る。構成

員は市職員及びサル駆除隊、狩猟連合豊川。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

個々の農地に対する防除から地域全体での防除の意識啓発のため、地域が主体とな

り被害防止対策を行う駆除組合等の組織を推進する。また、講習会・研修会等を開催

し、被害軽減のための集落環境づくりに努める。 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

被害防止対策に関して、関係機関と連携し、共同で講演会、情報交換会、研修会を

開催する。また、他地域の情勢等を把握するため、必要に応じて関係機関とともに先

進事例調査を実施する。 

 


